
議案及び議事の概要 

 

第９４号議案 審査請求（令和７年度第１号）について【継続審議】 

第９５号議案 審査請求（令和７年度第２号）について【継続審議】 

・ 事務局及び審査長より、審査の進捗状況等についての報告があり、委員間で今後の裁 

決の方向性等について検討を行った。 

・ 次回以降も継続審議することとした。  

 

第１１０号議案 議事録の承認について 

・ 令和８年２月２７日開催の会議の議事録について審議し、原案どおり可決（承認）。 

 

第１１１号議案 令和８年度奈良県・市町村土木職員採用共同試験実施計画について 

・ 令和８年度に実施する標記試験の受験資格、試験種目、日程等の実施計画について

審議し、原案どおり可決。 

 

第１１２号議案 職員の採用の選考について 

・ 職員の任用に関する規則第８条に基づき、知事から請求があった以下の職員の採用

の選考案について職務遂行能力・適性又は任命権者による選考試験の結果を確認の上

審議し、原案どおり可決（合格決定）。 

第１号７名（国からの割愛採用５名、地方独立行政法人からの割愛採用２名） 

第２号１名（国家公務員試験合格者試験合格者の採用） 

第３号５名（公務員経験者試験（公務員経験が奈良県職員だけの場合以外）合格者の採用） 

第５号２１名（職員の任用に関する細則第２条第２項に定める職への採用） 

第７号１名（一般職の任期付職員の採用） 

第９号６名（キャリア活用試験合格者の採用） 

 

第１１３号議案 一般職の任期付職員の採用に係る承認について 

 ・ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第３条第２項及び第３項の

規定に基づき、知事から請求があった以下の職員の採用の選考案について専門的な知

識経験、期間を限って従事させる必要性等を確認の上審議し、原案どおり可決（承認）。 

民俗博物館業務１名（任期は３年） 

中和保健所業務１名（任期は３年） 

高等技術専門校業務３名（任期はいずれも２年） 

  

第１１４号議案 一般職の任期付職員の任期の更新に係る承認について 

  ・ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第７条第１項及び第３項の

規定に基づき、知事から請求があった以下の職員の任期の更新案について更新を必要

とする理由を確認の上審議し、原案どおり可決（承認）。 

防災統括室業務２名（更新期間はいずれも２年） 

なら歴史芸術文化村業務１名（更新期間は２年５ヶ月） 

介護保険課業務１名（更新期間は２年） 



農業総合研究センター（現畜産技術センター）業務１名（更新期間は２年） 

 

第１１５号議案 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について 

・ 国家公務員の災害に係る特別休暇の対象範囲の見直し等に伴う所要の規定の整備 

（令和８年４月１日施行） 

 について審議し、原案どおり可決。 

 

第１１６号議案 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規

則について 

・ 国家公務員の災害に係る特別休暇の対象範囲の見直し及び無給の特別休暇（骨髄ド 

ナー休暇・短期介護休暇）の有給化等に伴う所要の規定の整備（令和８年４月１日施行） 

 について審議し、原案どおり可決。 

 

第１１７号議案 「職員の勤務時間、休暇等の運用について」の一部改正について 

・ 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の改正に伴う所要の規定の整備（令和８年４月 

１日施行） 

 について審議し、原案どおり可決。 

 

第１１８号議案 「「職員の勤務時間、休暇等の運用について」第６特別休暇関係第６項第

１０号の「人事委員会が定めるもの」の指定について」の一部改正について 

・ 職員の勤務時間、休暇等の運用についての改正に伴う所要の規定の整備（令和８年４ 

月１日施行） 

 について審議し、原案どおり可決。 

 

第１１９号議案 単身赴任手当を支給する職員の承認について 

・ 奈良県警察に採用となることに伴い奈良県警察学校に入校する職員の単身赴任手当

について、警察本部長より「単身赴任手当の運用について」規則第５条関係第４項第

７号の規定により承認依頼があったもの 

・ 当該職員の単身赴任手当の支給について、一般職の職員の給与に関する条例第１１ 

条の７第１項に規定する単身赴任手当を支給される職員との均衡を踏まえ審議し、原 

案どおり可決（承認） 

 

第２１号報告 職員に関する条例の改正に伴う意見について 

・ 令和８年２月定例県議会に提出された一般職の職員の給与に関する条例及び義務教 

育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の改正案について、地

方公務員法第５条第２項の規定により、県議会議長から意見を求められたもの 

・ 上記改正案は適当と認める旨の回答案について、当委員会の会議を開く暇がないと 

認められたため、奈良県人事委員会事務局規程第３条に基づき３月４日付けで事務局 

長が専決したことを報告。 

以上 


